
由利本荘市は、今後のまちづくりにおいて、マイナンバーカードの機能を、
積極的に、利活用していくことを宣言いたします。（令和4年12月15日由利本荘市）

由利本荘市マイナンバーカード利活用宣言

● 市民の利便性向上のため、新しくシステムを構築する場合には、マイナンバーカードのICチップの地域住民向け拡
張機能や電子証明書機能を安全かつ積極的に利活用していくとともに、いっそうの普及促進に努めてまいります。
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◯ オンライン申請サービスなど
（自宅で証明書受取）

◯ 図書館など公共施設での利用等◯ 市役所の窓口でなるべく書かせない
ようにする改善など

他の自治体で既に導入されている様々な
良施策を参考に、マイナンバーカードの機
能を利活用したサービスの導入を検討し
市民の利便性を高めていきます。



導入の参考にする他自治体でのマイナンバーカード利活用の施策例
○ 自治体マイナポイントによる給付金（大仙市等）

▶ 年金、児童手当や出産育児一時金、感染症対策など国からの
給付金はマイナンバーカードに紐付けた公金口座に振り込み。▶ 証明書の交付申請などの手続を、スマートフォン上で、

マイナンバーカードを使用して本人確認を行い、手数料を
クレジットカードで支払うことで、オンライン上で申請を完結。

▶ 申請受付後、証明書は自宅に郵送。

◯ スマートフォンによるオンライン申請（秋田市、大仙市等で導入済み）

◯ 申請書作成支援（書かせない窓口）（約70自治体で導入済）

▶ 窓口での手続において、マイナンバーカードを利用し、
氏名・住所・生年月日などの一部項目を申請書等に
印字することで、申請書の作成を支援。

▶ 申請者は、署名など最小限の記入のみとなり、申請

手続における負担が軽減。

◯ 避難所受付における利用（複数自治体実施）

▶ 災害時に、避難所の受付にマイナンバー
カードを利用するシステムを構築。

▶ 手書きで名簿を作成する必要がなくなり、
効率的かつ的確な安否確認を実現。

◯ 電子母子手帳サービス（複数自治体で実施）

▶ 母子健康手帳の情報をスマートフォンやPCで閲覧で
きるアプリサービス。マイナンバーカードを使用して利
用者登録をすることで乳幼児健診データ、予防接種
データを連携。

▶ 予防接種や定期検診の
スケジュール、自治体から
の情報をプッシュ通知で
お知らせすることが可能。

▶ 事前申込により、マイナンバーカードを図書館カードとして利用。
一部の自治体では、登録者の貸出件数を増冊するサービス等を実施。

◯ 図書館カードとして利用（三条市等の複数自治体で実施）

◯ 病院診察券としての利用（小牧市等で実施）

◯ 印鑑登録証としての利用
▶ マイナンバーカードを印鑑登録カードとし
て利用。複数の自治体で導入済み。

▶ 事前申込により、病院の診察券として利用。

◯ キオスク端末による証明書類の自動交付
（複数自治体で導入）

▶ マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付と
同様に、住民票などの証明書類が交付で
きるマルチキオスク端末の設置。

◯地域公共交通における利用（前橋市等）

他自治体での事例①
▶ 移動困難者タクシー支援では、紙の利用券を廃止し、
マイナンバーカードをタッチすることにより割引運賃を適用。

他自治体での事例②
▶ 交通系ICカードとマイナンバーカードを紐付けると、
割安な運賃で利用可能。

交通系ICカードとマイナンバーカードを紐付けた利用イメージ
▶ マイナンバーカード読取機に職員がカードをかざす事で
出退勤時の時間等を電子的に記録。

◯ 職員の出退勤管理（国や複数自治体で実施済）

▶ 電子証明書機能により、地域IDデータ連係でマイナン
バーカードで認証に使用。（川崎市、宇都宮市等で導入）

◯ 地域通貨や地域ポイントの利用の際の本人確認

○ マイナンバーカードを使用した証明書のコンビニ交付の手数料を窓口より減額施策
（全国343自治体で実施）
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• 市HPや市公式LINEアカウントから電子申請

• スマートフォンにマイナンバーカードをかざして本人確認

• 手数料はオンライン上でクレジットカード等で決済

• 住民票の写し等の証明書は、申請者の自宅に郵送でお届け

• 令和５年１月16日サービス開始

対象手続

• 市民関係発行

• 住民票の写し

• 税関係証明書発行

• 所得証明、課税証明

• 順次拡大を検討

• 戸籍謄本・抄本、戸籍附票写し（※）

• 印鑑登録証明(4月以降予定)

● 利便性の向上及び接触機会の低減を目的として、市役所に来訪しなくとも、スマートフォン等
から申請し、マイナンバーカードでの本人確認及び手数料の決済までをオンラインで完結し、郵送
で住民票などをお自宅にお届けする「電子申請・在宅受取サービス（スマート申請）」を開始。

「スマート申請」サービスの開始

※ 戸籍謄本・抄本、附票の写し、身分証明は２月以降の予定。

郵送で自宅
にお届け

※ クレジットカード（VISA、Master、JCB、AMEX、

Diners）、PayPay、メルペイ、Edy、モバイル

Suicaが利用可能
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「市民カード化構想」に関するデジタル大臣発言（抜粋）参考



● マイナンバーカードは、オンライン上でも身元確認ができる唯一の公的な
身分証明書であると同時に、今後は、就職・転職、転居、金融口座の開設、納税、
出産・育児・介護などの給付金、年金、相続等のあらゆるライフイベントで利用
することになります。
● 健康保険証としての利用、コンビニでの住民票など証明書交付、ワクチン
接種証明書のスマートフォン表示、e-Taxなどの利用が開始されており、今後
はさらに運転免許証との一体化、障害者手帳、介護保険証等の利用も予定さ
れています。
● さらに、ICチップの空き容量を活用して自治体独自の便利な利用が奨励
されており、全国の他の自治体では様々に利活用されています。

● 電子証明機能により、オンライン上で各種手続が可能

● 給付金、補助金の安全な取得（なりすまし防止）

● 健康保険証としての利用（オンライン資格確認）

● 税などの個人情報は記載されず安全性の高いICチップを搭載

オンライン上でも確実に本人を証明できる公的カードはマイナンバーカードのみ
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マイナンバーカードについて以下、補足説明資料



マイナンバーカードは極めて安全なカードです
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マイナンバーカードで現在できること

公的な本人確認、身元確認
（写真付きの証明書）

行政機関同士が受け渡した情
報をマイナポータルから確認

全国のコンビニで住民票の写
しなどの証明書を取得

健康保険証としての利用
（加入医療保険組合や自己負担割合などのオ

ンライン資格確認）

行政手続で添付書類の省略
（社会保障や税などの手続きで、行政機関が

発行する証明書の添付が不要）

給付金、補助金の取得
（なりすましの

防止）

ワクチン接種証明
（本人確認の上、スマホで表示可能。

コンビニで紙の接種証明の印字も可能。）

ICチップの空き容量や
電子証明書の民間活用

電子証明書により、オンライン
手続や契約が可能

（住宅ローンや保険の契約など）

オンラインでの認可保育所の
入所申請、児童手当の申請

e-Taxによる確定申告 マイナポイントの利用
（電子決済サービスとの連携）

高額療養費制度の限度額を超
える支払いの免除を受ける

医療費の確定申告
（医療費の領収書を管理しなくとも、医療費通

知情報を管理し、ｅ－Ｔａｘに連携）

高齢者受給者証
（70から75歳の間の自己負担割合を示す証

明が可能）
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● 現在でもマイナンバーカードで多数の利用方法があります。



令和４年度 令和５年度～

医
療
関
係

健康保険証

薬剤情報、特定健診情
報、医療費通知情報

処方箋の電子化、お薬
手帳

生活保護受給者の医療
扶助の医療券・調剤券

介護保険被保険者証

PHR(Personal Health 
Record)
健康診断の記録

母子健康手帳

就
労
関
係

ハローワークカード

ジョブ・カード

本格運用（令和3年10月～）

薬剤情報、医療費通知情報のマイナポータル閲覧（令和３年10月～）
特定健診情報のマイナポータル閲覧（令和３年３月～）

乳幼児健診情報等のマイナポータル閲覧

環境整備・システム開発

環境整備・
システム開発

新規サイトの設計開発
試行運用

システム刷新・求職者マイペー
ジとのマイナポータル連携／
マイナンバーカード活用準備

本格運用
（令和４年～）

本格運用

令和４年度 令和５年度～

就
労
関
係

技能士台帳

安全衛生関係
各種免許

技能講習修了
証明書

建設キャリアアップ
カード

各
種
証
明
書
等
関
係

在留カード

教員免許状

大学の職員証、
学生証

障害者手帳

e‐Tax等

タスポカード

社員証等

運転免許証

運用開始

国立大学法人の中期目標・
中期計画への反映

インターネット予約対応

事業者向け周知・広報

障害者手帳のデジタル
化等の推進

システム整備

業界団体における開発・
導入

年末調整や確定申告手続に必要な情報について、マイナポータルを通じて一括
取得し、各種申請書への自動入力を開始

※概ね全ての医療機関等での
導入(令和５年３月)

本格
運用

本格運用

本格運用
（マイナポータルとの

連携開始）

マイナ
ポータル搭載

自販機に順次導入

令和６年度末にマ
イナンバーカード

に一体化

システム整備
マイナ

ポータル連携

一体化に向け必要な措置を実施

システム整備 マイナ
ポータル搭載

自治体検診情報（がん検診、肝炎ウイ
ルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検
診）についてマイナポータルでの提供

開始

調査・検証・要件整
理・
調達準備等 手術等の情報のマイナポータルでの

提供開始

薬剤情報（レセプト記載）のマイナポータルでの提供開始

特定健診情報のマイナポータルでの提供開始
※令和３年３月から特定健診情報として順次提供される40歳以上の労働者の検診情報に加え、40歳未満の労働者の検
診情報についても、必要な法制上の対応を行いつつ、保険者を経由して、順次マイナポータルでの提供開始予定

オンライン参加資格確認等システムの
構築・改修等

マイナンバーカードへの各種公的カードの一体化
デジタル・ガバメント実行計画

（令和２年12月25日閣議決定） 別添抜粋

大学ごとに導入

システム整備 マイナ
ポータル搭載

入管法・番号法等の改正法案提出

企業ごとに導入

開発中
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出典：総務省（https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html）

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

